
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

平成２９年３月７日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

介護保険、児童福祉及び英語教育の分野における必要な人材確保を図るため、

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について、所要の改正を行うも

の。 

上記議案を提出します。 



   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 

条例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

介護保険専門員 〃 １６２，５００ 

加算額 １月の調査件数が３５件を超える

場合、その超える件数１件につき４，００

０ 

介護保険認定調査員 調査１件につき ４，０００ 

                                      」を 

「 

介護保険専門員 〃 １６５，０００ 

介護保険認定調査員Ⅰ 〃 １６２，５００ 

加算額 １月の調査件数が３５件を超える

場合、その超える件数１件につき４，００

０ 

介護保険認定調査員Ⅱ 調査１件につき４，０００ 

                                      」に、 

「 

主任介護支援専門員 月額 １７０，０００ 

介護支援専門員 〃 １６５，０００ 

助産師 〃 １８０，０００ 

                                      」を 

「 

主任介護支援専門員 月額 ２０５，６００ 

包括支援センター専門員Ⅰ 〃 １９９，６００ 

包括支援センター専門員Ⅱ 〃 １６５，０００ 

包括支援センター専門員Ⅲ 時間額 １，２２０ 

地域包括ケアコーディネーター 月額 ２０５，６００ 

子育て相談専門員 〃 ２００，０００ 

                                      」に

改め、教育委員会の部に次のように加える。 

 



外国語指導助手 任用１年目 月額 ２８０，０００ 

任用２年目 月額 ３００，０００ 

任用３年目 月額 ３２５，０００ 

任用４年目及び５年目 月額 ３３０，０００ 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


